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一
司
法
書
士
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
司
法
書
士
法
人
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
口
注
書
士
伍
使
命
）

条
司
法
書
士
法
人
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
垂

ユ
記
、
供
託
、
訴
訟
そ
の
他
の
法
律
事
務
の
専
犯

・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

｜
一
口
柱
書
士
荘
人
旧

塁
等
對
系
鼈
際
こ
渇 常

に
品
位
を
保
持
し
、
業
務
に
匪

泌
実
に
そ
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば

“
ｚ
や
握
勿
今
画

一
・
ず
二
コ
一

り
そ
α
業
溌
と
す
ス

ヨ
民
の
權
利
を
羅
韮

谷
口
展
×
郡
ノ
士
天
漁
洗
一
堂

｜
口
性
書
士
α
使
命
）

未
司
法
書
士
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
ｚ

恢
託
、
訴
訟
そ
の
他
の
法
律
事
務
の
専
叩

っ
て
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
戎
に
麦

粂
司
怯
書

一
一
口
郡
輝
陛
聿
壹

周
系
鴬
塔 （

傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

な
事
庄
か
あ
る
場
合

の
を
宗
く
。
）
を
櫃

Ｐ
オ
辻
司
，
し
壁

●
刷
廿
》
・
富
司
勿
Ｕ
丑
ラ
ヱ
鋤
１
く
一
ｆ
・
》
ノ

国
民
の
権
利
を
擁
奉

争
一
吏
命
レ
ー
す
る
。

関
Ｊ
篶
塑
こ
篭

- 1-

司
法
書
士
法
（
読
替
後
）

司
法
書
士
法
（
読
替
前
）



第
二
十
三
条
司
法
書
士
法
人
は
、
そ
の
所
属
す
る
司
法
書
士
会
及
び
日
本
司
法
書
士

会
連
合
会
の
会
則
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’

第
二
十
三
条
司
法
書
士
は
、
そ
の
所
属
す
る
司
法
書
士
会
及
び
日
本
司
法
書
士
会
連

合
会
の
会
則
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一

司
法
書
士
法
第
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
会
社
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

‐

◎

儲
撒
、：

及
び
玻
壼

余 茜

Ｚ
室
早
７

Ｆ
画
一壌

老
公
□

日
痴
ヘ
ヨ

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

１
１

〃
ん
室
年
７

望 ‘ Y〕 檮

’口
及
ひ
郡
里

口
で
あ
つ
－

口
を
除
く
。

、
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士
法

会
社
法
・
民
法
（
読
替
後
）

会
社
法
・
民
法
（
読
替
前
）



第
六
百
四
十
六
条
清
算
司
法
書
士
法
人
に
は
、
一
人
又

は
二
人
以
上
の
清
算
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
四
十
七
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、
清
算
司
法
書
士

法
人
の
清
算
人
と
な
る
。

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二
定
款
で
定
め
る
者

三
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
款
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
社
員
）
の
過
半
数
の
同
意

に
よ
っ
て
定
め
る
者

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
情

由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
清
算
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
法
務
大
臣
の

申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
。

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六

算
入
を
選
任
す
る
。

３
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

（
清
算
人
の
設
置
）

（
清
算
人
の
就
任
）

に
掲
げ
る
事

第
六
百
四
十
六
条
清
算
持
分
会
社
に
は
、
一
人
又
は
二

人
以
上
の
清
算
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
四
十
七
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、
清
算
持
分
会
社

の
清
算
人
と
な
る
。

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二
定
款
で
定
め
る
者

三
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
款
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
社
員
）
の
過
半
数
の
同
意

に
よ
っ
て
定
め
る
者

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清

算
人
を
選
任
す
る
。

た
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関

係
人
若
し
く
は
法
務
大
臣
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権

で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
。

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六

３
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
對
羽
珂
司
川
．
１
．
銅

割
前
ヨ
副
刈
剛
倒
卿
削
司
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し

（
清
算
人
の
設
置
）

（
清
算
人
の
就
任
）
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（
清
算
人
の
解
任
）

第
六
百
四
十
八
条
清
算
人
（
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く

。
）
は
、
い
つ
で
も
、
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
任
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
社
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定

す
る
。

３
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
社
員
そ

の
他
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
）

第
六
百
四
十
九
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行

』
『
〃
◎一

現
務
の
結
了

二
債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三
残
余
財
産
の
分
配

と
な
っ
た
清
算
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所

は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人
を
選
任

す
る
。

百
四
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

（
清
算
人
の
解
任
）

第
六
百
四
十
八
条
清
算
人
（
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く

。
）
は
、
い
つ
で
も
、
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
任
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
社
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定

す
る
。

３
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
社
員
そ

の
他
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
）

第
六
百
四
十
九
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人

を
選
任
す
る
。

百
四
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

』
《
〃
〆
０

一一
一

一
一
一

現
務
の
結
了

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

残
余
財
産
の
分
配
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【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

第
六
百
五
十
一
条
清
算
司
法
書
士
法
人
と
清
算
人
と
の

関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

（
業
務
の
執
行
）

第
六
百
五
十
条
清
算
人
は
、

務
を
執
行
す
る
。

お
い
て
、
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
社
員
以

外
の
社
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
員
（
当
該
清
算
人
が

社
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
清
算
人
以
外
の

社
員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

※
第
五
百
九
十
四
条
に
係
る
部
分
は
準
用
せ
ず

２
第
五
百
九
十
三
条
第
二
項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
の

規
定
は
、
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

２
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
清
算
司
法
書

士
法
人
の
業
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
清
算
人
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定
す
る
。

３
（
準
用
せ
ず
）

（
清
算
人
と
清
算
持
分
会
社
と
の
関
係
）

清
算
司
法
書
士
法
人
の
業

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

第
六
百
五
十
条
清
算
人
は
、
清
算
持
分
会
社
の
業
務
を

執
行
す
る
。

第
六
百
五
十
一
条
清
算
持
分
会
社
と
清
算
人
と
の
関
係

は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
社
員
以
外

の
社
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
員
（
当
該
清
算
人
が
社

員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
清
算
人
以
外
の
社

員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

※
第
五
百
九
十
四
条
に
係
る
部
分
は
準
用
せ
ず

２
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会

社
の
業
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
清
算
人
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定
す
る
。

３
（
準
用
せ
ず
）

２
第
五
百
九
十
三
条
第
二
項
、

第
五
百
九
十
五
条
の
規
定
は
、

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

（
業
務
の
執
行
）

（
清
算
人
と
清
算
持
分
会
社
と
の
関
係
）

第
五
百
九
十
四
条
第
一

第
五
百
九
十
四
条
及
び

清
算
人
に
つ
い
て
準
用

－6－



会社法第595条第2項は，民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成29年法律第45号）による改正後のもの（平成32年4月1日施行予定）

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

☆
第
五
百
九
十
五
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

清
算
司
法
書
士
法
人
と
当
該
清
算
人
と
の
利
益
が
相

反
す
る
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

’

書
士
法
人
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

１

１

２
清
算
人
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守
し
、
清
算
司
法

「
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

は
、
当
該
取
引
に
つ
い
て
紺
ヨ
司
剴
到
調
樹
劉
Ⅶ
剣
鯏
凹
貝

二
清
算
司
法
書
士
法
人
が
清
算
人
の
債
務
を
保
証
す

Ｉ

る
こ
と
そ
の
他
清
算
人
で
な
い
者
と
の
間
に
お
い
て

’

一
清
算
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
清
算
司
法

（
清
算
人
の
清
算
持
分
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

書
士
法
人
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

☆
第
五
百
九
十
五
条
清
算

は
、
当
該
取
引
に
つ
い
て

２
清
算
人
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守
し
、
清
算
持
分

会
社
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

持
分
会
社
と
当
該
清
算
人
と
の
利
益
が
相
反
す
る
取

引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

ハ
第
五
百
九
十
五
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

『
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

Ⅲ
二
清
算
持
分
会
社
が
清
算
人
の
債
務
を
保
証
す
る
こ

と
そ
の
他
清
算
人
で
な
い
者
と
の
間
に
お
い
て
清
算

’

一
清
算
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
清
算
持
分

Ｉ会社
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

’

☆
第
五
百
九
十
五
条

掲
げ
る
場
合
に
は
、

２
業
務
を
執
行
す
る
社
員
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守

し
、
持
分
会
社
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

て
持
分
会
社
と
当
該
社
員
と
の
利
益
が
相
反
す
る
取

引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

’

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

州
刎
釧
餌
員
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二
持
分
会
社
が
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
債
務
を
保

ｌ

証
す
る
こ
と
そ
の
他
社
員
で
な
い
者
と
の
間
に
お
い

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た

（
清
算
人
の
清
算
持
分
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

め
に
持
分
会
社
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

業
務
を
執
行
す
る
社
員
は
、
次
に

当
該
取
引
に
つ
い
て
当
調
訓
凹
貝
馴
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（
清
算
持
分
会
社
の
代
表
）

第
六
百
五
十
五
条
清
算
人
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
を

代
表
す
る
。
た
だ
し
、
他
に
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代

表
す
る
清
算
人
そ
の
他
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す

る
者
を
定
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
本
文
の
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

清
算
人
は
、
各
自
、
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る

。

（
清
算
人
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
）

第
六
百
五
十
三
条
清
算
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い

て
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
清

算
人
は
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

）

第
六
百
五
十
二
条
清
算
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と

き
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

３
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
定
款
又
は
定
款
の
定
め
に

基
づ
く
清
算
人
（
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ

）

第
六
百
五
十
二
条
清
算
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と

き
は
、
清
算
持
分
会
社
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
清
算
人
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
）

第
六
百
五
十
三
条
清
算
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い

て
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
清

算
人
は
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
清
算
持
分
会
社
の
代
表
）

第
六
百
五
十
五
条
清
算
人
は
、
清
算
持
分
会
社
を
代
表

す
る
。
た
だ
し
、
他
に
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清

算
人
そ
の
他
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
者
を
定
め
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
本
文
の
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

清
算
人
は
、
各
自
、
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
。

３
清
算
持
分
会
社
は
、
定
款
又
は
定
款
の
定
め
に
基
づ

く
清
算
人
（
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ
て
、

－8－



【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

て
、
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す

る
清
算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
業

務
を
執
行
す
る
社
員
が
清
算
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て

、
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
を
定
め
て
い
た
と

き
は
、
当
該
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
が
清
算

司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
と
な
る
。

５
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す

る
清
算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
清

算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
に
つ
い
て
、
第

六
百
三
条
の
規
定
は
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定

す
る
仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清

算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行

す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

口
１
１

４
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
は
、
清
算

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

４
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
は
、
清
算
持
分

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

清
算
人
の
中
か
ら
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
業

務
を
執
行
す
る
社
員
が
清
算
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て

、
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
を
定
め
て
い
た
と
き
は

、
当
該
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
が
清
算
持
分
会
社

を
代
表
す
る
清
算
人
と
な
る
。

５
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清

算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
清

算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
に
つ
い
て
、
第
六
百

三
条
の
規
定
は
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
持

分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

Ｉ

ｌ
ｌ

４
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
は
、
持
分
会
社
の
業
務

－9－



（
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
六
百
五
十
六
条
清
算
司
法
書
士
法
人
の
財
産
が
そ
の

債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算
人
又
は
清
算

司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
司

法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る

司
法
書
士
法
人
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は

裁
判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。

５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

る
者
の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
清
算
司
法

書
士
法
人
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

者
は
、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
常
務
に
属
し
な
い
行
為
を

す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

○

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
｝

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
持

分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
は

、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

清
算
持
分
会
社
の
常
務
に
属
し
な
い
行
為
を
す
る
に
は

、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の

行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。

５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算
人
又
は
清
算

持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者

の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
清
算
持
分
会
社

は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
業
務
を
執
行
す
る
社

員
又
は
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
の
職
務
を
代
行
す

る
者
は
、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
持
分
会
社
の
常
務
に
属
し
な
い
行
為
を
す
る
に

は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る

権
限
を
有
す
る
。

５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
六
百
五
十
六
条
清
算
持
分
会
社
の
財
産
が
そ
の
債
務

を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
業
務
を
執
行
す
る

社
員
又
は
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
の
職
務
を
代
行

す
る
者
の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
持
分
会

社
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
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（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）

第
六
百
五
十
八
条
清
算
人
は
、
そ
の
就
任
後
遅
滞
な
く

、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
財
産
の
現
況
を
調
査
し
、
法

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
百
四
十
四
条

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
財
産
目
録
等
」
と
い
う
。
）

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
六
百
五
十
七
条
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

た
場
合
に
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
が
当
該
清
算
人
に

対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
清
算
人
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
が
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ

の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し

た
も
の
と
す
る
。

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
司
法
書
士

法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
社
員
に
分
配
し

た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
六
百
五
十
七
条
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

た
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
が
当
該
清
算
人
に
対
し

て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）

第
六
百
五
十
八
条
清
算
人
は
、
そ
の
就
任
後
遅
滞
な
く

、
清
算
持
分
会
社
の
財
産
の
現
況
を
調
査
し
、
法
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
百
四
十
四
条
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
け

る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
財
産
目
録
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
各
社
員

て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
清
算
人
は
、
清
算
持
分
会
社
が
破
産
手
続
開
始
の
決

定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事

務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も

の
と
す
る
。

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
持
分
会
社

が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
社
員
に
分
配
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。
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（
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
）

第
六
百
五
十
九
条
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
、
財
産
目
録
等
の
全
部

又
は
一
部
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
）

第
六
百
六
十
二
条
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
条
件
付
債

権
、
存
続
期
間
が
不
確
定
な
債
権
そ
の
他
そ
の
額
が
不

確
定
な
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
債
権
を
評
価
さ

せ
る
た
め
、
裁
判
所
に
対
し
、
鑑
定
人
の
選
任
の
申
立

て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
同
項

の
鑑
定
人
の
評
価
に
従
い
同
項
の
債
権
に
係
る
債
務
を

を
作
成
し
、
各
社
員
に
そ
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
財
産
目
録
等
を
作
成
し
た

時
か
ら
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算

結
了
の
登
記
の
時
ま
で
の
間
、
当
該
財
産
目
録
等
を
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
社
員
の
請
求
に
よ
り
、
毎

月
清
算
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
）

第
六
百
六
十
二
条
清
算
持
分
会
社
は
、
条
件
付
債
権
、

存
続
期
間
が
不
確
定
な
債
権
そ
の
他
そ
の
額
が
不
確
定

な
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
債
権
を
評
価
さ
せ
る

た
め
、
裁
判
所
に
対
し
、
鑑
定
人
の
選
任
の
申
立
て
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
同
項
の
鑑

定
人
の
評
価
に
従
い
同
項
の
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済

（
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
）

第
六
百
五
十
九
条
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
、
財
産
目
録
等
の
全
部

又
は
一
部
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
そ
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
清
算
持
分
会
社
は
、
財
産
目
録
等
を
作
成
し
た
時
か

ら
そ
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の

時
ま
で
の
間
、
当
該
財
産
目
録
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
清
算
持
分
会
社
は
、
社
員
の
請
求
に
よ
り
、
毎
月
清

算
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限

）

第
六
百
六
十
四
条
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
当
該
清
算

司
法
書
士
法
人
の
債
務
を
弁
済
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
財
産
を
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
存
否
又
は
額
に
つ
い
て
争
い
の
あ
る
債
権

に
係
る
債
務
に
つ
い
て
そ
の
弁
済
を
す
る
た
め
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
財
産
を
留
保
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
出
資
の
履
行
の
請
求
）

第
六
百
六
十
三
条
清
算
司
法
書
士
法
人
に
現
存
す
る
財

産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
出
資
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な

い
社
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
出
資
に
係
る
定
款
の
定

め
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
当

該
社
員
に
出
資
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
鑑
定
人
の
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用
は

、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
負
担
と
す
る
。
当
該
鑑
定
人

に
よ
る
鑑
定
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
に
関
す
る
費

用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
出
資
の
履
行
の
請
求
）

第
六
百
六
十
三
条
清
算
持
分
会
社
に
現
存
す
る
財
産
が

そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
出
資
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
社

員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
出
資
に
係
る
定
款
の
定
め
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
社
員
に

出
資
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
鑑
定
人
の
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用
は

、
清
算
持
分
会
社
の
負
担
と
す
る
。
当
該
鑑
定
人
に
よ

る
鑑
定
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
に
関
す
る
費
用
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限

）

第
六
百
六
十
四
条
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
清
算
持
分

会
社
の
債
務
を
弁
済
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
財
産

を
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
存
否
又
は
額
に
つ
い
て
争
い
の
あ
る
債
権
に
係
る
債

務
に
つ
い
て
そ
の
弁
済
を
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
財
産
を
留
保
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
六
百
六
十
八
条
司
法
書
士
法
人
は
、
定
款
又
は
総
社

１
１

書
士
法
人
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
第
二
節
か
ら
前
節
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
財
産
の

第
六
百
六
十
七
条
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
清
算
事
務

が
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
清
算
に
係
る
計
算

を
し
て
、
社
員
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
社
員
が
一
箇
月
以
内
に
前
項
の
計
算
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
社
員
は
、
当
該
計
算
の
承

認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
清
算
人
の
職
務

の
執
行
に
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
）

第
六
百
六
十
六
条
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
に
つ
い
て

定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
割
合
は
、
各
社
員

の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
定
め
る
。

員
の
同
意
に
よ
っ
て
、
当
該
司
法
書
士
法
人
が
司
潤
詞ｌ

る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
司
法

（
財
産
の
処
分
の
方
法
）

に
掲
げ

（
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
）

第
六
百
六
十
六
条
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
に
つ
い
て

定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
割
合
は
、
各
社
員

の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
定
め
る
。

第
六
百
六
十
七
条
清
算
持
分
会
社
は
、
清
算
事
務
が
終

了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
清
算
に
係
る
計
算
を
し

て
、
社
員
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
社
員
が
一
箇
月
以
内
に
前
項
の
計
算
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
社
員
は
、
当
該
計
算
の
承

認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
清
算
人
の
職
務

の
執
行
に
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
六
百
六
十
八
条
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合
資
会

事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
持
分
会

社
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
第
二
節
か
ら
前
節
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
財
産
の

社
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
定

款
又
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
っ
て
、
当
該
持
分
会
社
が

（
財
産
の
処
分
の
方
法
）

に
掲
げ
る

－ 14－



（
財
産
目
録
等
の
作
成
）

第
六
百
六
十
九
条
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

２
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
て
い
な

処
分
の
方
法
を
定
め
た
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

詞
引
割
引
劃
鬮
劉
剴
矧
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し

た
場
合
に
お
い
て
、
解
散
後
に
同
項
の
財
産
の
処
分
の

解
散
し
た
場
合
に
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
解
散

の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借

対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
当

該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
日
か
ら
二
週
間
以
内

に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日

に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

を
定
め
た
司
法
書
士
法
人
が

い
司
法
書
士
法
人
が

（
債
権
者
の
異
議
）

に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て

（
財
産
目
録
等
の
作
成
）

第
六
百
六
十
九
条
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
解
散
の

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対

照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
て
い
な

ｌ詞‐
可
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
い

て
、
解
散
後
に
同
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た

詞
ヨ
ョ
副
詞
可
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合

処
分
の
方
法
を
定
め
た
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

と
き
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方

法
を
定
め
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録

及
び
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
定
め
た
持
分
会
社
が

に
は
、
清
算
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に

い
持
分
会
社
が

（
債
権
者
の
異
議
）
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３
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
清
算
司
法
書
士
法
人

が
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
、
官
報
の
ほ
か
、
司
潤

第
六
百
七
十
条
司
法
書
士
法
人
が
第
六
百
六
十
八
条
第

一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人

は
、
解
散
の
日
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
日
）
か

ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
告

し
、
か
つ
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
こ
れ

を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の

期
間
は
、
一
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

に
従
い
清
算
を
す
る
旨

二
債
権
者
が
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
旨

に
従
い
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
公
告
方

法
に
よ
り
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
各
別
の

催
告
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 i

清
算
司
法
書
士
法
人
に
対
し
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方

法
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
解
散
後
の
清
算
司
法
書
士
法
人
の
債
権
者
は
、
当
該

の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め

第
六
百
七
十
条
持
分
会
社
が
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
解

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、

解
散
の
日
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
日
）
か
ら
二

週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
告
し
、

か
つ
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
こ
れ
を
催

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
期
間

は
、
一
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

に
従
い
清
算
を
す
る
旨

二
債
権
者
が
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
旨

３
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
清
算
持
分
会
社
が
同

散
後
の
清
算
持
分
会
社
の
債
権
者
は
、
当
該
清
算
持
分

会
社
に
対
し
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
異

議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｈ
刈
梨
調
調
『
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
従
い
、

同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
公
告
方
法
に
よ
り

す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
各
別
の
催
告
は
、

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
、
官
報
の
ほ
か
、
調
鯏
割
引
。
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（
持
分
の
差
押
債
権
者
の
同
意
等
）

第
六
百
七
十
一
条
司
法
書
士
法
人
が
第
六
百
六
十
八
条

第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
お
い

て
、
社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
解
散
後
の
清
算
司
法
書
士
法
人
が
そ
の
財

産
の
処
分
を
す
る
に
は
、
そ
の
債
権
者
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
清
算
司
法
書
士
法
人
が
同
項
の
規
定
に
違
反

し
て
そ
の
財
産
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
社
員
の
持
分

を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
は
、
当
該
清
算
司
法
書
士
法

人
に
対
し
、
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
者
は
、
当
該
財
産
の
処

分
の
方
法
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

た
と
き
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
は
、
当
該
債
権
者
に

対
し
、
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、

又
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
持
分
の
差
押
債
権
者
の
同
意
等
）

第
六
百
七
十
一
条
持
分
会
社
が
第
六
百
六
十
八
条
第
一

項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、

社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
解
散
後
の
清
算
持
分
会
社
が
そ
の
財
産
の
処
分

を
す
る
に
は
、
そ
の
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
前
項
の
清
算
持
分
会
社
が
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て

そ
の
財
産
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
社
員
の
持
分
を
差

し
押
さ
え
た
債
権
者
は
、
当
該
清
算
持
分
会
社
に
対
し

、
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
者
は
、
当
該
財
産
の
処

分
の
方
法
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

た
と
き
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し

、
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
又
は

当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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４
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
は
、
清
算
司
法

第
六
百
七
十
二
条
清
算
人
（
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

３
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
第
一

項
の
清
算
人
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
資
料
を
保

存
す
る
者
に
代
わ
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

算
結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、
清
算
司
法
書
士
法

人
の
帳
簿
並
び
に
そ
の
事
業
及
び
清
算
に
関
す
る
重
要

な
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
帳
簿
資
料
」
と
い

う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
で
又
は
社
員
の

過
半
数
を
も
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
定
め
た

書
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算

結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時

か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

法
書
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
清

清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
）
は
、

い
◎

ｌ
清
算
司

第
六
百
七
十
二
条
清
算
人
（
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

か
ら
十
年
間
、
清
算
持
分
会
社
の
帳
簿
並
び
に
そ
の
事

業
及
び
清
算
に
関
す
る
重
要
な
資
料
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
帳
簿
資
料
」
と
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
で
又
は
社
員
の

過
半
数
を
も
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
定
め
た

３
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
第
一

項
の
清
算
人
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
資
料
を
保

存
す
る
者
に
代
わ
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
は
、
清
算
持
分

清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
）
は
、
清
算
持
分
会

社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時

場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
清
算
持
分
会
社
の
本
店
の
所

在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、

帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の

時
か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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第
六
百
七
十
五
条
清
算
司
法
書
士
法
人
の
社
員
が
死
亡

し
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般

承
継
人
は
、
当
該
社
員
の
持
分
を
承
継
す
る
。
こ
の
場 ’

第
六
百
七
十
三
条

経
過
し
た
時
に
消
滅
す
る
。

２
前
項
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、

し
て
い
な
い
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用

【
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

合
に
お
い
て
は
、
第
六
百
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

Ｉ
士
法
人
の
債
権
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
登
記
後
五
年
を

る
社
員
の
責
任
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
解
散
の
登
記
を
し
た
後
五
年

士
法
人
の
債
権
者
は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
に
対
し
て

弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
内
に
請
求
又
は
請
求
の
予
告
を
し
な
い
清
算
司
法
書

は
、
清
算
司
法
書
士
法
人
の
負
担
と
す
る
。

（
相
続
及
び
合
併
に
よ
る
退
社
の
特
則
）

清
算
司
法
書

社
員
に
分
配

に
規
定
す

【
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

第
六
百
七
十
三
条
調
到
司
刈
刑
鍋
に
規
定
す
る
社
員
の

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用

第
六
百
七
十
五
条
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た

２
前
項
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、

し
て
い
な
い
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、

【
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

社
の
債
権
者
は
、
清
算
吟

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
算
持

責
任
は
、
清
算
持
分
会
社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る

解
散
の
登
記
を
し
た
後
五
年
以
内
に
請
求
又
は
請
求
の

予
告
を
し
な
い
清
算
持
分
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
は

、
そ
の
登
記
後
五
年
を
経
過
し
た
時
に
消
滅
す
る
。

は
、
清
算
持
分
会
社
の
負
担
と
す
る
。

八
条
第
一
項
の
定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も

、
当
該
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
は
、
当

該
社
員
の
持
分
を
承
継
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

場
合
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、

（
相
続
及
び
合
併
に
よ
る
退
社
の
特
則
）

分
会
社
に
対
し
て
弁
済
を
請

清
算
持
分
会

社
員
に
分
配’

第
六
百
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会社法第863条第2項は，民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成29年法律第45号）による改正後のもの（平成32年4月1日施行予定）

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

第
八
百
六
十
三
条
清
算
司
法
書
士
法
人
が
次
の
各
号
に

５
清
算
司
法
書
士
法
人
の
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一

般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し
た
も
の
に
限

る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人

は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
者

一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
の
権
利

４
清
算
司
法
書
士
法
人
の
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一

般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
全
部
又
は
一

部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上

あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、
連
帯
し
て
当
該

出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行
を
す
る
責
任
を

負
う
。

書
士
法
人
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
司
法

（
清
算
持
分
会
社
の
財
産
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

４
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た
場
合
又
は
合
併

５
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た
場
合
又
は
合
併

に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
社
員
の
相
続
人

そ
の
他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の

全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、
連

帯
し
て
当
該
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行
を

す
る
責
任
を
負
う
。

に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
社
員
の
相
続
人

そ
の
他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し

た
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各

一
般
承
継
人
は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利
を

行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に
つ

い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し

、
清
算
持
分
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

４
第
一
項
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付

の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。

）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、

連
帯
し
て
当
該
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行

を
す
る
責
任
を
負
う
。

第
八
百
六
十
三
条
清
算
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合

５
第
一
項
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継

し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

各
一
般
承
継
人
は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利

を
行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に

つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
持
分
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
清
算
持
分
会
社
の
財
産
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）
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法
書
士
法
人
の
社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権

者

２
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
百

二
十
四
条
の
五
、
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び

第
四
百
二
十
五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
」
と
、
同
法
第
四
百

二
十
四
条
の
五
第
一
号
及
び
第
二
号
、
同
法
第
四
百
二

掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

は
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
取
消
し
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が
そ
の
者
を
害

し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
第
六
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行

一

「
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
司
澤
患
割
当
油

司
法
書
士
法
人
の
財
産
の
処
分
清
算
司
法
書
士
法

１人
の
債
権
者

っ
た
清
算
司
法
書
士
法
人
の
財
産
の
処
分

’

第
六
百
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算ｌ

清
算
司

２
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
百

二
十
四
条
の
五
、
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び

第
四
百
二
十
五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

資
会
社
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
者
は
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
取
消
し

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が

そ
の
者
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一
第
六
百
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算

１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
」
と
、
同
法
第
四
百

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
六
十
三
条
第
一

持
分
会
社
の
財
産
の
処
分
清
算
持
分
会
社
の
債
権

者
二
第
六
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行

清
算
持
分
会
社
（
会
社
法
第
六
百
四
十
五
条
に
規
定
す

二
十
四
条
の
五
第
一
号
中
「
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「

「
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
法
（
平

っ
た
清
算
持
分
会
社
の
財
産
の
処
分
清
算
持
分
会

社
の
社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
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民法第424条から第426条までは，民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）による

改正後のもの（平成32年4月1日施行予定）

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

掴
制
引
棉
對
倒
Ｈ
判
訓
ｄ
利
益
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
行
為
の

時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
酬
側
凋
劃
羽
成
判
掲
飼

る
の
は
「
清
算
司
法
書
士
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

十
四
条
の
七
第
二
項
並
び
に
同
法
第
四
百
二
十
五
条
か

ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
債
務
者
」
と
あ

Ｈ
石
｝
塑
末
伽
八
一
白

司
法
書
士
法
第
四
十
六

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
一
室

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、 一項

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

目
測
刎
副
制
對
澗
制
判
訓
ｄ
利
益
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
行
為
の

時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、
召
刎
制
劃
澗
矧
判
可
可
利

益
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
受
益
者
」

と
い
う
。
）
が
そ
の
行
為
の
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害

す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
〕

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

」
と
あ
る
の
は
「
清
算
持
分
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

同
法
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
百
二
十

五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
債
務
者

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
並
び
に

る
清
算
持
分
会
社
を
い
い
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社

い
◎
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【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七
（
準
用
せ
ず
）

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
潤
閏
計
幽
劉
ヨ
剴
璃
川
に

対
し
、
訴
訟
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
転
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
嵩

劉
司
調
国
司
封
潤
刈
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
。

雪
羽
刺
四
Ｎ
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
と
き
。

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
濁
劉
司
潤

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
一

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
王

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

条
の
七

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
転
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

、

副
１
Ｍ
凶
Ⅱ
刷
り
１
可
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
。

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
肩

買
掛
剣
封
拙
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
周
劉
掲
矧

、
嵩
割
憩
剰
利
笥
間
に
対
し

訴
訟
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
知
っ
て
い
た
と
き
。

（
準
用
せ
ず
）

詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

一
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七
（
準
用
せ
ず
）

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
伺
謝
割
に
対
し
、
訴
訟

告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
転
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
間
淘
笥
が

し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
園

謝
笥
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
と
き
。

と
き
。
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【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三
富
圏
罰
則
園
罰
割
掛
川
が
し
た

債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二
嵩
割
引
剥
園
罰
荊
凋
刈
が
し
た

財
産
の
処
分
に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に
関
す
る

行
為
を
除
く
。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者

は
、
樹
劉
引
綱
園
笥
荊
揖
刈
に
対
し
、
そ
の
財
産
を
取
得

す
る
た
め
に
し
た
反
対
給
付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
漕
劉
割
剥
園
笥
封
掛
川
が
そ
の
反
対
給
付
の

返
還
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
受
益
者
は

、
そ
の
価
額
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

確
定
判
決
は
、
嶽
劉
計
劉
園
罰
封
揖
刈
及
び
そ
の
全
て
の

債
権
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

確
定
判
決
は
、
濁
劉
謝
矧
封
祖
及
び
そ
の
全
て
の
債
権

者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二
周
函
劉
切
刺
笥
個
が
し
た
財
産

の
処
分
に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為

を
除
く
。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者
は
、

潤
翻
劉
罰
刺
謝
閏
に
対
し
、
そ
の
財
産
を
取
得
す
る
た
め

に
し
た
反
対
給
付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
雪
凰
劉
罰
刺
劃
紺
が
そ
の
反
対
給
付
の
返
還
を
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
受
益
者
は
、
そ
の
価
額
の

償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三
周
劉
周
矧
封
拙
が
し
た
債
務

の
消
滅
に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

確
定
判
決
は
、
樹
謝
筍
及
び
そ
の
全
て
の
債
権
者
に
対

し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二
間
謝
笥
が
し
た
財
産
の
処
分

に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為
を
除
く

。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者
は
、
伺
淘
割

に
対
し
、
そ
の
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た
反
対
給

付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伺
潤
筍
が
そ

の
反
対
給
付
の
返
還
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
受
益
者
は
、
そ
の
価
額
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三
間
謝
笥
が
し
た
債
務
の
消
滅

に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
第
四
百
二
十

－24－



☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四
周
劉
剴
剥
園
司
詞
揖
刈
が
し
た

行
為
が
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ

て
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ

の
転
得
者
が
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に

し
た
反
対
給
付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度
と
す
る

０ 【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

、
受
益
者
の
渭
閏
剴
剥
園
罰
封
濁
刈
に
対
す
る
債
権
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
原
状
に
復
す
る
。

お
い
て
、
受
益
者
が
渭
曽
劃
剥
園
司
対
濁
刈
か
ら
受
け
た

給
付
を
返
還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償
還
し
た
と
き
は

一
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
周
寛
司

洩
雪
司
荊
飼
刈
に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
又

は
そ
の
価
額
の
償
還
請
求
権

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四
濁
劉
掲
矧
封
祖
が
し
た
行
為

が
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取

り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
転

得
者
が
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た

反
対
給
付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度
と
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

て
、
受
益
者
が
嵩
習
憩
側
測
ヨ
側
か
ら
受
け
た
給
付
を
返

還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償
還
し
た
と
き
は
、
受
益
者

の
渭
寛
溺
利
刺
司
側
に
対
す
る
債
権
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

原
状
に
復
す
る
。

一
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
闇
劉
鼎
樹

矧
封
祖
に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
又
は
そ

の
価
額
の
償
還
請
求
権

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
］

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四
伺
淘
筍
が
し
た
行
為
が
転
得

者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
権
利
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
転
得
者
が

そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た
反
対
給

付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度
と
す
る
。

四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く

。
）
に
お
い
て
、
受
益
者
が
閏
鼎
瑚
笥
か
ら
受
け
た
給
付

を
返
還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償
還
し
た
と
き
は
、
受

益
者
の
間
掴
到
召
に
対
す
る
債
権
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原

状
に
復
す
る
。

’
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
間
淘
笥

に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
又
は
そ
の
価
額

の
償
還
請
求
権

－25－



（
非
訟
事
件
の
管
轄
）

第
八
百
六
十
八
条
こ
（こ
の

（
被
告
）

第
八
百
六
十
四
条
前
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
相
手
方
又
は
転
得
者
を
被

告
と
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

は
、
周
閏
割
剥
園
笥
封
濁
刈
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を

知
っ
て
行
為
を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら

二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
行
為
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

は
、
司
法
書
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求

に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ
ば
前
条
の
規
定
に

よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の
閏
劇
到
則
園
司
詞
濁
刈
に

対
す
る
債
権

法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

は
、
嵩
劉
望
渕
測
司
間
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ

て
行
為
を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら
二
年

を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

行
為
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求

に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ
ば
前
条
の
規
定
に

る
◎

よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の
筒
劉
擶
副
剰
笥
間
に
対
す

る
債
権

（
非
訟
事
件
の
管
轄
）

第
八
百
六
十
八
条
こ
（こ
の

（
被
告
）

第
八
百
六
十
四
条
前
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
相
手
方
又
は
転
得
者
を
被

告
と
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
］

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

は
、
樹
謝
笥
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
行
為

を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら
二
年
を
経
過

し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
為
の

時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 ’

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（

（
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
件
を
除
く
。

た
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す

る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と

す
れ
ば
前
条
の
規
定
に
よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の

伺
湧
封
に
対
す
る
債
権

第
四
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ

法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
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（
陳
述
の
聴
取
）

第
八
百
七
十
条
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
二

編
第
九
章
第
二
節
を
除
く
。
）
に
よ
る
非
訟
事
件
に
つ

い
て
の
裁
判
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
陳
述
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
適
法
又
は
理
由
が

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
申
立
て
を
却
下
す

る
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
疎
明
）

第
八
百
六
十
九
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

２
～
６
（
準
用
せ
ず
）

一
清
算
人
又
は
第
八
百
二
十
五
条
第
二
項
の
管
理
人

の
報
酬
の
額
の
決
定
当
該
司
法
書
士
法
人
及
び
報

酬
を
受
け
る
者

（
疎
明
）

第
八
百
六
十
九
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陳
述
の
聴
取
）

第
八
百
七
十
条
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
二

編
第
九
章
第
二
節
を
除
く
。
）
に
よ
る
非
訟
事
件
に
つ

い
て
の
裁
判
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
陳
述
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
適
法
又
は
理
由
が

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
申
立
て
を
却
下
す

る
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

）
は
、
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
の
管
轄
に
属
す
る
。

２
～
６
（
準
用
せ
ず
）

一
第
三
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
三
百
五
十
一
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た

第
三
項
及
び
第
四
百
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
又
は
そ
れ
以
外
の

二
項
若
し
く
は
第
四
百
一
条
第
三
項
（
第
四
百
三
条

一
時
取
締
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て

－27－



（
理
由
の
付
記
）

第
八
百
七
十
一
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

三
～
十
一
（
準
用
せ
ず
）

２
（
準
用
せ
ず
）

’
二
清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判

当
該
清
算
人

’
第
二
項
（
第
八
百
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

務
を
行
う
べ
き
者
、
検
査
役
又
は
第
八
百
二
十
五
条

（
理
由
の
付
記
）

第
八
百
七
十
一
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

判
当
該
清
算
人
又
は
社
債
管
理
者

三
～
十
一
（
準
用
せ
ず
）

２
（
準
用
せ
ず
）

二
清
算
人
又
は
社
債
管
理
者
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁

会
の
委
員
を
い
う
。
第
八
百
七
十
四
条
第
一
号
に
お

委
員
（
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
又
は
報
酬
委
員

取
締
役
）
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
代
表
取
締
役
、

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
六
条
第
二

職
務
を
行
う
べ
き
者
、
清
算
人
、
第
四
百
七
十
九
条

項
若
し
く
は
第
四
百
八
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準

定
当
該
会
社
（
第
八
百
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
管
理
人
の
報
酬
の
額
の
決

任
さ
れ
た
一
時
清
算
人
若
し
く
は
代
表
清
算
人
の
職

用
す
る
第
三
百
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選

報
酬
の
額
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
会
社
）

及
び
報
酬
を
受
け
る
者

い
て
同
じ
。
）
、
執
行
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
の

て
準
用
す
る
第
八
百
二
十
五
条
第
二
項
の
管
理
人
の
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（
即
時
抗
告
）

第
八
百
七
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
準
用
せ
ず
）

四
第
八
百
七
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
申

立
人
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
同
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
）

五
（
準
用
せ
ず
）

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
八
百
七
十
四
条
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不

服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

に
つ
い
て
の
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判

二
第
八
百
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
裁
判

’

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
清
算

人｜
、

す
る
清
算
人
の
選
任
又
は
選
定
の
裁
判

代
表
清
算
人
又
は
清
算
司
法
書
士
法
人
を
代
表

（
即
時
抗
告
）

第
八
百
七
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
準
用
せ
ず
）

四
第
八
百
七
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
申

立
人
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
同
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
）

五
（
準
用
せ
ず
）

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
八
百
七
十
四
条
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不

服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
時

に
つ
い
て
の
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判

二
第
八
百
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
裁
判

員
、
執
行
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
の
職
務
を
行
う

取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
代
表
取
締
役
、
委
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（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
八
百
七
十
五
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
十
条
及
び
第
五

十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

二
・
三
（
準
用
せ
ず
）

四
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
立
て
を
認
容

す
る
裁
判

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
八
百
七
十
五
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
十
条
及
び
第
五

十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
事
務
を
承
継
す
る
社
債
管
理
者
の
選
任
又
は
選
定

の
裁
判

二
・
三
（
準
用
せ
ず
）

四
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
立
て
を
認
容

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

検
査
役
、
第
五
百
一
条
第
一
項
（
第
八
百
二
十
二
条

を
代
表
す
る
清
算
人
、
同
号
に
規
定
す
る
一
時
清
算

管
理
者
の
特
別
代
理
人
又
は
第
七
百
十
四
条
第
三
項

く
は
第
六
百
六
十
二
条
第
一
項
の
鑑
定
人
、
第
五
百

人
若
し
く
は
代
表
清
算
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
百
七
十

八
条
第
二
項
（
第
八
百
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

べ
き
者
、
清
算
人
、
代
表
清
算
人
、
清
算
持
分
会
社

す
る
裁
判
（
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第

二
条
第
三
項
の
帳
簿
資
料
の
保
存
を
す
る
者
、
社
債

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
除
く
。
）
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第
八
百
七
十
六
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

第
八
百
七
十
六
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。
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三
司
法
書
士
法
第
七
十
条
に
よ
る
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
の
業
務
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

－32－

（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）

第
二
十
一
条

公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け

れ
ぱ
依
頼
（
簡
裁
訴
訟
代
理
等
関
係
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
拒
む
こ
と

が
で
き
な
い
。

司
法
書
士
法
（
読
替
後
）

（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）

’

第
二
十
一
条
司
法
書
士
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
依
頼
（
簡
裁
訴

訟
代
理
等
関
係
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

司
法
書
士
法
（
読
替
前
）



四
司
法
書
士
法
第
七
十
条
に
よ
る
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
の
懲
戒
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
九
条
何
人
も
、
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
に
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
第
六
十
九
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し

、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
八
条
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
局
又
は
地

方
法
務
局
の
長
は
、
当
該
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
戒
告

二
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

三
解
散

２
（
準
用
せ
ず
）

司
法
書
士
法
（
読
替
後
）

（
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
八
条
司
法
書
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し

た
と
き
は
、
潤
淵
対
倒
は
、
当
該
司
法
書
士
法
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
九
条
何
人
も
、
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
潤
調
刈
倒
に
対
し

、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
渦
銅
痢
刻
副
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実

に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三二一

戒
告
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

解
散

（
準
用
せ
ず
）

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

司
法
書
士
法
（
読
替
前
）
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第
五
十
一
条

３
調
対
判
州
劇
詞
劃
剴
荊
引
項
回
矧
劉
割
引
劉
鯛
劉
刷
列
剛
剛
月
劉
捌
割
副
凹
昂
は
、
第
四
３
濁
調
対
園
は
、
第
四
十
七
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号

十
七
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
処
若
し
く
は
第
二
号
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
前
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
第
四
十
七
条
第
三
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
三
号
４
前
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
第
四
十
七
条
第
三
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
三
号

の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
聴
聞
の
期
日
の
一
週
間
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
聴
聞
の
期
日
の
一
週
間

前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
当
該
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
か
５
前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
当
該
司
法
書
士
又
は
当
該
司
法
書
士
法

ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
第
四
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

第
五
十
一
条
濁
調
対
囹
は
、
第
四
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）
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五
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
よ
る
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

第
二
条
調
杏

菫
伺
雷
里
‐
し
－
１
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
家
屋
読
査
士
の
使
命
）

一
条
士
地
家
屋
調
査
士
法
人
（
以
下
「
調
査
士
法
人
」
し

の
表
示
に
関
す
る
登
記
及
び
土
地
の
筆
界
（
不
動
産
登
記
挫

百
二
十
三
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
筆
界
力

第
七
号
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
肥

門
家
と
し
て
、
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
現
確
化
に
寄
与
１

Ｉ

・
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

穐
辛
坐
禧
△
下
α
筐
辻
砂
吟
玄
も
甘
至
淵

に
△
桐
〃
ん
幸
止
げ
ふ

采
寺
し
、
業
陽
こ
輩

今
ロ
鴎
ｘ
１
ゾ
セ

（
土
地
家
屋
訳
査
士
α
使
命
）

一
は
、
不
動
産
第
一
条
土
地
家
屋
調
査
士
（
以
下
「
調
査
士
」

十
六
年
法
律
第
関
す
る
登
記
及
び
土
地
の
筆
界
（
不
動
産
登
雪

弟
三
条
第
一
項
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
筆
酉

す
る
業
務
の
専
び
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
《

て
国
民
生
活
の
て
、
不
動
産
に
濁
す
る
潅
利
の
泪
確
化
に
寄
俟

朧
簿
及
ひ
書
涯’

十
一
条
調
杳

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

常
に
品
位
を
保
性

畝
実
に
そ
の
業
務
堂

賎
柊
障
△
乖
匪
一
正
及
房
登
星
寵

僖
△
桐
〃
ぬ
坐
疋
呼
Ⅸ

に
不
重
直
α
蓋
一
万
脾

六
年
法
律
第
百
二
十
二

三
条
第
一
項
第
七
号
乃

る
業
務
の
専
門
家
と
ｌ

型
民
生
活
の
安
定
と
訂

叉
Ｊ
這
畠
こ
垂
慣
寵
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土
地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
後
）

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
前
）



（
会
則
の
遵
守
義
務
）
（
会
則
の
遵
守
義
務
）

第
二
十
四
条
調
査
士
法
人
は
、
そ
の
所
属
す
る
調
査
士
会
及
び
調
査
士
会
連
合
会
の
第
二
十
四
条
調
査
士
は
、
そ
の
所
属
す
る
調
査
士
会
及
び
調
査
士
会
連
合
会
の
会
則

会
則
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）
（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）

第
二
十
二
条
調
査
士
法
人
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
依
頼
（
第
第
二
十
二
条
調
査
士
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
依
頼
（
第
三
条

三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
（
第
四
号
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
（
第
四
号
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業

る
業
務
並
び
に
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
務
並
び
に
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
拒
ん

拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
で
は
な
ら
な
い
。

る
帳
簿
を
備
え
、
且
つ
、
関
係
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

簿
を
備
え
、
且
つ
、
関
係
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
会
社
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

（
清
算
持
分
会
社
の
能
力
）

’

第
六
百
四
十
五
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
を
す
る
士

第
六
百
四
十
四
条
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

清
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
家
屋
調
査
士
法
人
（
以
下
「
清
算
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
清
算
が
結
了
す
る
ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し

た
場
合
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し

た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
破
産
手
続
が
終
了
し
て
い
な

い
場
合
を
除
く
。
）

二
設
立
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判

決
が
確
定
し
た
場
合

三
（
準
用
せ
ず
）

一
解
散
し
た
場
合

（
清
算
の
開
始
原
因
）

土
地
家
屋
調
査
士
法

（
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九

会
社
法
・
民
法
（
読
替
後
）

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

第
六
百
四
十
四
条
持
分
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
清
算
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
持
分
会
社
の
能
力
）

’

第
六
百
四
十
五
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
を
す
る
持

分
会
社
（
以
下
「
清
算
持
分
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、

清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
清
算
が
結
了
す
る

ま
で
は
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

二
設
立
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判

決
が
確
定
し
た
場
合

三
（
準
用
せ
ず
）

一
解
散
し
た
場
合
（
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
に
掲

げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
及
び
破
産
手
続

開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該

破
産
手
続
が
終
了
し
て
い
な
い
場
合
を
除
く
。
）

（
清
算
の
開
始
原
因
）

会
社
法
・
民
法
（
読
替
前
）

’
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（
清
算
人
の
就
任
）

第
六
百
四
十
七
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、

第
六
百
四
十
六
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
は
、

一
人
又
は
二
人
以
上
の
清
算
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｈ
詞
瑚
詞
園
調
哨
創
封

調
査
士
法
人
の
清
算
人
と
な
る
。

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二
定
款
で
定
め
る
者

三
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
款
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
社
員
）
の
過
半
数
の
同
意

に
よ
っ
て
定
め
る
者

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清

算
人
を
選
任
す
る
。

げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
清
算
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
入
若
し
く

法
第
三
十
九
条
第
引
圓
第
五
弓
洲
副
詞
制
副
詞
封

と
み
な
す
。

（
清
算
人
の
設
置
）

清
算
土
地
家
屋

に

掲

第
六
百
四
十
六
条
清
算
持
分
会
社
に
は
、
一
人
又
は
二

人
以
上
の
清
算
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
四
十
七
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、
清
算
持
分
会
社

の
清
算
人
と
な
る
。

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二
定
款
で
定
め
る
者

三
社
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
款
で
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
社
員
）
の
過
半
数
の
同
意

に
よ
っ
て
定
め
る
者

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清

は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
串

算
人
を
選
任
す
る
。

３
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

調
矧
割
引
列
創
製
羽
回
矧
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し

た
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関

係
人
若
し
く
は
法
務
大
臣
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権

（
清
算
人
の
設
置
）

（
清
算
人
の
就
任
）
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（
清
算
人
の
職
務
）

第
六
百
四
十
九
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行

》
『
／
◎一

現
務
の
結
了

（
清
算
人
の
解
任
）

第
六
百
四
十
八
条
清
算
人
（
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く

。
）
は
、
い
つ
で
も
、
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
任
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
社
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定

す
る
。

３
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
社
員
そ

の
他
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
法
務
大
臣
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算
人

を
選
任
す
る
。

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六

と
な
っ
た
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人

を
選
任
す
る
。

百
四
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

（
清
算
人
の
解
任
）

第
六
百
四
十
八
条
清
算
人
（
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く

。
）
は
、
い
つ
で
も
、
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
任
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
社
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定

す
る
。

３
重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
社
員
そ

の
他
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
）

第
六
百
四
十
九
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行

声
（
Ｊ
〆
０－

現
務
の
結
了

１

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
清
算
人

を
選
任
す
る
。

百
四
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

で
、
清
算
人
を
選
任
す
る
。
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お
い
て
、
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
社
員
以

外
の
社
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
員
（
当
該
清
算
人
が

社
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
清
算
人
以
外
の

社
員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

※
第
五
百
九
十
四
条
に
係
る
部
分
は
準
用
せ
ず

第
六
百
五
十
一
条
清
算
士
地
家
屋
調
査
士
法
人
と
清
算

人
と
の
関
係
は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

第
六
百
五
十
条
清
算
人
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法

２
第
五
百
九
十
三
条
第
二
項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
の

規
定
は
、
清
算
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

屋
調
査
士
法
人
の
業
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
清
算
人
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定
す

る
。

３
（
準
用
せ
ず
）

１人
の
業
務
を
執
行
す
る
。

２
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

二
債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三
残
余
財
産
の
分
配

（
清
算
人
と
清
算
持
分
会
社
と
の
関
係
）

（
業
務
の
執
行
）

清
算
土
地
家

（
業
務
の
執
行
）

第
六
百
五
十
条
清
算
人
は
、

執
行
す
る
。

第
六
百
五
十
一
条
清
算
持
分
会
社
と
清
算
人
と
の
関
係

は
、
委
任
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

３
（
準
用
せ
ず
）

２
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会

社
の
業
務
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
清
算
人
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定
す
る
。

項
及
び
第
五
百
九
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
社
員
以
外

の
社
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
社
員
（
当
該
清
算
人
が
社

員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
清
算
人
以
外
の
社

員
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

※
第
五
百
九
十
四
条
に
係
る
部
分
は
準
用
せ
ず

２
第
五
百
九
十
三
条
第
二
項
、

第
五
百
九
十
五
条
の
規
定
は
、

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

二
債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三
残
余
財
産
の
分
配

（
清
算
人
と
清
算
持
分
会
社
と
の
関
係
）

清
算
持
分
会
社
の
業
務
を

第
五
百
九
十
四
条
及
び

清
算
人
に
つ
い
て
準
用

第
五
百
九
十
四
条
第
一
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【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

☆
第
五
百
九
十
五
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

家
屋
調
査
士
法
人
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

１

１

２
清
算
人
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守
し
、
清
算
土
地

可
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

I
は
、
当
該
取
引
に
つ
い
て

二
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
清
算
人
の
債
務
を

ｌ

保
証
す
る
こ
と
そ
の
他
清
算
人
で
な
い
者
と
の
間
に

’

一
清
算
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
清
算
土
地

家
屋
調
査
士
法
人
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

お
い
て
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
と
当
該
清
算
人

と
の
利
益
が
相
反
す
る
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き ’

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

☆
第
五
百
九
十
五
条
清
算

は
、
当
該
取
引
に
つ
い
て

２
清
算
人
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守
し
、
清
算
持
分

会
社
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

Ｒ
第
五
百
九
十
五
条
清
算
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

『
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
（

り
で
な
い
。

矧
制
剴
矧
詞
司
口
捌
釧
刊
創
閉
１
割
調
周
閻
刊
制
馴
州
刷
捌
四
貝

引
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

二
清
算
持
分
会
社
が
清
算
人
の
債
務
を
保
証
す
る
こ

と
そ
の
他
清
算
人
で
な
い
者
と
の
間
に
お
い
て
清
算

一
清
算
人
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
清
算
持
分

ｌ会社
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

持
分
会
社
と
当
該
清
算
人
と
の
利
益
が
相
反
す
る
取

引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 ’ ’ 社

嫁
士

〔
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
持
分
会
社
と
の
関
係
）

☆
第
五
百
九
十
三
条
（
準
用
せ
ず
）

☆
第
五
百
九
十
五
条

掲
げ
る
場
合
に
は
、

し
、
持
分
会
社
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５
（
準
用
せ
ず
）

２
業
務
を
執
行
す
る
社
員
は
、
法
令
及
び
定
款
を
遵
守

【
会
社
法
六
百
五
十
一
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
利
益
相
反
取
引
の
制
限
）

州
剛
洲
罰
ヨ
の
過
半
数
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二
持
分
会
社
が
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
債
務
を
保

ｌ

証
す
る
こ
と
そ
の
他
社
員
で
な
い
者
と
の
間
に
お
い

一
業
務
を
執
行
す
る
社
員
が
自
己
又
は
第
三
者
の
た

て
持
分
会
社
と
当
該
社
員
と
の
利
益
が
相
反
す
る
取

引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 ’

め
に
持
分
会
社
と
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

業
務
を
執
行
す
る
社
員
は
、
次
に

当
該
取
引
に
つ
い
て
剴
調
祖
員
馴
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（
清
算
持
分
会
社
の
代
表
）

第
六
百
五
十
五
条
清
算
人
は
、

法
人
を
代
表
す
る
。
た
だ
し
、

（
清
算
人
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
）

第
六
百
五
十
三
条
清
算
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い

て
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
清

算
人
は
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

（
清
算
人
の
清
算
持
分
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

）

第
六
百
五
十
二
条
清
算
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
そ
の
他
清
算
土
地
家
屋

調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
者
を
定
め
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

き
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
対
し
、
連
帯
し

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を

負
う
。

◎

清
算
土
地
家
屋
調
査
士

他
に
清
算
土
地
家
屋
調

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
清
算
人
の
清
算
持
分
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

）

第
六
百
五
十
二
条
清
算
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と

（
清
算
人
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
）

第
六
百
五
十
三
条
清
算
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い

て
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
清

算
人
は
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

２
民
法
第
百
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た

同
項
各
号
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
百
五
十
五
条
清
算
人
は
、
清
算
持
分
会
社
を
代
表

き
は
、
清
算
持
分
会
社
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

算
人
そ
の
他
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
者
を
定
め
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
。
た
だ
し
、
他
に
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清

（
清
算
持
分
会
社
の
代
表
）
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そ
の
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を

代
表
す
る
清
算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
清

る
社
員
が
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清

算
人
と
な
る
。

５
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、

に
よ
っ
て
、
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
業

務
を
執
行
す
る
社
員
が
清
算
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て

３
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
定
款
又
は
定
款
の

定
め
に
基
づ
く
清
算
人
（
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
互
選

２
前
項
本
文
の
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
に
つ
い

て
、
第
六
百
三
条
の
規
定
は
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条

に
規
定
す
る
仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人

、
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
を
定
め
て

清
算
人
は
、
各
自
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代

表
す
る
。

い
た
と
き
は
、
当
該
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す

２
前
項
本
文
の
清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

３
清
算
持
分
会
社
は
、
定
款
又
は
定
款
の
定
め
に
基
づ

く
清
算
人
（
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
選
任
し
た
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ
て
、

清
算
人
の
中
か
ら
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
六
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
業

務
を
執
行
す
る
社
員
が
清
算
人
と
な
る
場
合
に
お
い
て

そ
の
清
算
人
の
中
か
ら
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清

算
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
清

５
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、

清
算
人
は
、
各
自
、
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
。

、
当
該
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
が
清
算
持
分
会
社

を
代
表
す
る
清
算
人
と
な
る
。

、
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
を
定
め
て
い
た
と
き
は

算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
に
つ
い
て
、
第
六
百

三
条
の
規
定
は
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
持
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【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
士

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
業
務
に
関
す
る
一
切

の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る

。
５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
は

’

合
を
除
き
、
清
算
士
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
常
務
に
属

し
な
い
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代

行
す
る
者
は
、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

’

又
は
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人

の
職
務
を
代
行
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

ブ
（
》
０

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
清
算
人
又
は
清
算
持

分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
は

、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

４
清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
は
、
清
算
持
分

会
社
の
業
務
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の

行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。

５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

清
算
持
分
会
社
の
常
務
に
属
し
な
い
行
為
を
す
る
に
は

、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
持
分
会
社
の
代
表
）

☆
第
五
百
九
十
九
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

【
会
社
法
六
百
五
十
五
条
第
六
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
六
百
三
条
民
事
保
全
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る

４
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
は
、
持
分
会
社
の
業
務

に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る

権
限
を
有
す
る
。

５
前
項
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

’除
き
、
持
分
会
社
の
常
務
に
属
し
な
い
行
為
を
す
る
に

は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
又
は
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
の
職
務
を
代
行
す

る
者
は
、
仮
処
分
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

仮
処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
業
務
を
執
行
す
る
社

’
’
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（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
六
百
五
十
七
条
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

第
六
百
五
十
六
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
財
産

が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
士
地
家
屋

２
清
算
人
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
破
産
手

続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財

人
に
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を

終
了
し
た
も
の
と
す
る
。

１
１

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算
人
又
は
清
算

算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

調
査
士
法
人
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
社
員
に

分
配
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
をｌ

代
行
す
る
者
の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
清

’

（
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

１
１

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算
人
又
は
清
算

持
分
会
社
を
代
表
す
る
清
算
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者

’

の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
清
算
持
分
会
社

は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
六
百
五
十
六
条
清
算
持
分
会
社
の
財
産
が
そ
の
債
務

を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立

て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
業
務
を
執
行
す
る

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
六
百
五
十
七
条
裁
判
所
は
、
第
六
百
四
十
七
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し

２
清
算
人
は
、
清
算
持
分
会
社
が
破
産
手
続
開
始
の
決

定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事

務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も

の
と
す
る
。

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
持
分
会
社

が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
社
員
に
分
配
し
た
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。

’

社

員
又
は
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
の
職
務
を
代
行

す
る
者
の
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
持
分
会

社
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
清
算
持
分
会
社
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

’
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（
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
）

第
六
百
五
十
九
条
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職

（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）

第
六
百
五
十
八
条
清
算
人
は
、
そ
の
就
任
後
遅
滞
な
く

３
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
社
員
の
請
求
に
よ

り
、
毎
月
清
算
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

０
２
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
財
産
目
録
等
を
作

成
し
た
時
か
ら
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け

る
清
算
結
了
の
登
記
の
時
ま
で
の
間
、
当
該
財
産
目
録

等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対

照
表
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
財
産
目
録
等
」
と
い

う
。
）
を
作
成
し
、
各
社
員
に
そ
の
内
容
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
場
合
に
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
当
該
清

算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で

、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
財
産
の
現
況
を
調
査

坐
云
」
ブ
（
》
。

し
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
百
四

（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）

第
六
百
五
十
八
条
清
算
人
は
、
そ
の
就
任
後
遅
滞
な
く

（
財
産
目
録
等
の
提
出
命
令
）

第
六
百
五
十
九
条
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職

２
清
算
持
分
会
社
は
、
財
産
目
録
等
を
作
成
し
た
時
か

ら
そ
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の

時
ま
で
の
間
、
当
該
財
産
目
録
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
清
算
持
分
会
社
は
、
社
員
の
請
求
に
よ
り
、
毎
月
清

算
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
が
当
該
清
算
人
に
対
し

て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
百
四
十
四
条
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
け

る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
財
産
目
録
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
各
社
員

に
そ
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
清
算
持
分
会
社
の
財
産
の
現
況
を
調
査
し
、
法
務
省
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第
六
百
六
十
三
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
現
存

す
る
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
出
資
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し

て
い
な
い
社
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
出
資
に
係
る
定

第
六
百
六
十
二
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
条

件
付
債
権
、
存
続
期
間
が
不
確
定
な
債
権
そ
の
他
そ
の

額
が
不
確
定
な
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
債
権
を

評
価
さ
せ
る
た
め
、
裁
判
所
に
対
し
、
鑑
定
人
の
選
任

の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は

、
同
項
の
鑑
定
人
の
評
価
に
従
い
同
項
の
債
権
に
係
る

債
務
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
鑑
定
人
の
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用
は

、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
負
担
と
す
る
。
当
該

鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
に
関

す
る
費
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

権
で
、
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
、
財
産
目
録
等
の
全
部

又
は
一
部
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
資
の
履
行
の
請
求
）

（
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
）

第
六
百
六
十
二
条
清
算
持
分
会
社
は
、
条
件
付
債
権
、

存
続
期
間
が
不
確
定
な
債
権
そ
の
他
そ
の
額
が
不
確
定

な
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
債
権
を
評
価
さ
せ
る

た
め
、
裁
判
所
に
対
し
、
鑑
定
人
の
選
任
の
申
立
て
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
六
十
三
条
清
算
持
分
会
社
に
現
存
す
る
財
産
が

そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
出
資
の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
社

員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
出
資
に
係
る
定
款
の
定
め
に

２
前
項
の
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
同
項
の
鑑

定
人
の
評
価
に
従
い
同
項
の
債
権
に
係
る
債
務
を
弁
済

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
鑑
定
人
の
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用
は

権
で
、
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
、
財
産
目
録
等
の
全
部

又
は
一
部
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
清
算
持
分
会
社
の
負
担
と
す
る
。
当
該
鑑
定
人
に
よ

る
鑑
定
の
た
め
の
呼
出
し
及
び
質
問
に
関
す
る
費
用
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
条
件
付
債
権
等
に
係
る
債
務
の
弁
済
）

（
出
資
の
履
行
の
請
求
）
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第
六
百
六
十
七
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
清

算
事
務
が
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
清
算
に
係

る
計
算
を
し
て
、
社
員
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
）

第
六
百
六
十
六
条
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
に
つ
い
て

定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
割
合
は
、
各
社
員

の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
定
め
る
。

第
六
百
六
十
四
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
当

款
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
清
算
士
地
家
屋
調
査

士
法
人
は
、
当
該
社
員
に
出
資
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。

該
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
債
務
を
弁
済
し
た
後

で
な
け
れ
ば
、
そ
の
財
産
を
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
存
否
又
は
額
に
つ
い
て
争

い
の
あ
る
債
権
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
そ
の
弁
済
を
す

る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
を
留
保
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限

）

第
六
百
六
十
四
条
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
清
算
持
分

会
社
の
債
務
を
弁
済
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
財
産

を
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
存
否
又
は
額
に
つ
い
て
争
い
の
あ
る
債
権
に
係
る
債

務
に
つ
い
て
そ
の
弁
済
を
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
財
産
を
留
保
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
）

第
六
百
六
十
六
条
残
余
財
産
の
分
配
の
割
合
に
つ
い
て

定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
割
合
は
、
各
社
員

の
出
資
の
価
額
に
応
じ
て
定
め
る
。

第
六
百
六
十
七
条
清
算
持
分
会
社
は
、
清
算
事
務
が
終

了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
清
算
に
係
る
計
算
を
し

て
、
社
員
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
社
員
に

出
資
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
務
の
弁
済
前
に
お
け
る
残
余
財
産
の
分
配
の
制
限

）

－48－



（
財
産
目
録
等
の
作
成
）

第
六
百
六
十
九
条
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

第
六
百
六
十
八
条
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
定
款
又

合
に
お
け
る
当
該
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
財
産
の
処

分
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
第
二
節
か
ら
前
節
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
財
産
の

２
社
員
が
一
箇
月
以
内
に
前
項
の
計
算
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
社
員
は
、
当
該
計
算
の
承

認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
清
算
人
の
職
務

の
執
行
に
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
は
、
清
算
土
地
家
屋

矧
刻
剛
調
型
引
矧
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場

Ｉ法人
が

調
査
士
法
人
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法

を
定
め
た
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
刑
期
對
習
勇
型
創
封

処
分
の
方
法
を
定
め
た
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

は
総
社
員
の
同
意
に
よ
っ
て
、
当
該
士
地
家
屋
調
査
士

（
財
産
の
処
分
の
方
法
）

に
掲
げ
る

第
六
百
六
十
八
条
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合
資
会

２
社
員
が
一
箇
月
以
内
に
前
項
の
計
算
に
つ
い
て
異
議

を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
社
員
は
、
当
該
計
算
の
承

認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
清
算
人
の
職
務

の
執
行
に
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
財
産
目
録
等
の
作
成
）

第
六
百
六
十
九
条
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
持
分
会

社
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
第
二
節
か
ら
前
節
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
財
産
の

詞
ヨ
副
副
詞
可
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合

款
又
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
っ
て
、
当
該
持
分
会
社
が

社
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
定

処
分
の
方
法
を
定
め
た
持
分
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

を
定
め
た
持
分
会
社
が

限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
解
散
の

に
は
、
清
算
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
に

（
財
産
の
処
分
の
方
法
）

二
・

に
掲
げ
る
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第
六
百
七
十
条
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
第
六
百
六
十

八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査

士
法
人
は
、
解
散
の
日
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け

る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
て
い
な

権
者
は
、
当
該
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
に
対
し
、

当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

屋
調
査
士
法
人
は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め

た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借

対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
解
拠

財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、

は
、
そ
の
解
散
後
の
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
債

い
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が

（
債
権
者
の
異
議
）

に
掲
げ
る
事
由
に

解
散
後
に
同
項
の

清
算
土
地
家

第
六
百
七
十
条
持
分
会
社
が
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
解

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対

照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
て
い
な

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、

解
散
の
日
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
日
）
か
ら
二

Ｉ詞司
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
解
散
し
た
場
合
に
お
い

て
、
解
散
後
に
同
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た

散
後
の
清
算
持
分
会
社
の
債
権
者
は
、
当
該
清
算
持
分

会
社
に
対
し
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
異

議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
き
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
財
産
の
処
分
の
方

法
を
定
め
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
散
の
日
に
お
け
る
財
産
目
録

及
び
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
持
分
会
社
が

（
債
権
者
の
異
議
）
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定
款
の
定
め
に
従
い
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
公
告
方
法
に
よ
り
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
各
別
の
催
告
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
者
は
、
当
該
財
産
の
処

分
の
方
法
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

３
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
清
算
土
地
家
屋
調
査

ｌ
士
法
人
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
、
官
報
の
ほ
か

た
と
き
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
は
、
当
該
債

権
者
に
対
し
、
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提

供
し
、
又
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託
し

、

九
呂
十
九

■
■
■
■

日
）
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報

に
公
告
し
、
か
つ
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別

に
こ
れ
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

二
号
の
期
間
は
、
一
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

に
従
い
清
算
を
す
る
旨

二
債
権
者
が
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
旨

の
規
定
に
よ
る

３
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
清
算
持
分
会
社
が
同

４
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
債
権
者
は
、
当
該
財
産
の
処

分
の
方
法
に
つ
い
て
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
債
権
者
が
第
二
項
第
二
号
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ

判
州
劉
調
詞
珂
．
側
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
に
従
い
、

同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
公
告
方
法
に
よ
り

す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
各
別
の
催
告
は
、

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

週
間
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
告
し
、

か
つ
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
こ
れ
を
催

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
期
間

は
、
一
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法

に
従
い
清
算
を
す
る
旨

二
債
権
者
が
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
旨

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
、
官
報
の
ほ
か
、
詞
刈
司
ヨ

た
と
き
は
、
清
算
持
分
会
社
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し

、
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
又
は

当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託
し
な
け
れ
ば
な
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第
六
百
七
十
二
条
清
算
人
（
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

第
六
百
七
十
一
条
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
第
六
百
六

十
八
条
第
一
項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合

に
お
い
て
、
社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が

２
前
項
の
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
同
項
の
規
定

に
違
反
し
て
そ
の
財
産
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
社
員

算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
帳
簿
並
び
に
そ
の
事
業
及

び
清
算
に
関
す
る
重
要
な
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
帳
簿
資
料
」
と
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な

清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所

あ
る
と
き
は
、
そ
の
解
散
後
の
清
算
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
が
そ
の
財
産
の
処
分
を
す
る
に
は
、
そ
の
債
権
者

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
を
代
表
す
る
社
員
）
は
、

家
屋
調
査
士
法
人
に
対
し
、
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
金

額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｌ

地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、
清

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
は
、
当
該
清
算
土
地

（
持
分
の
差
押
債
権
者
の
同
意
等
）

の
所
在

第
六
百
七
十
一
条
持
分
会
社
が
第
六
百
六
十
八
条
第
一

項
の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、

社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は

第
六
百
七
十
二
条
清
算
人
（
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項

の
財
産
の
処
分
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

２
前
項
の
清
算
持
分
会
社
が
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て

そ
の
財
産
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
社
員
の
持
分
を
差

ら
な
い
。

、
そ
の
解
散
後
の
清
算
持
分
会
社
が
そ
の
財
産
の
処
分

を
す
る
に
は
、
そ
の
債
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

し
押
さ
え
た
債
権
者
は
、
当
該
清
算
持
分
会
社
に
対
し

、
そ
の
持
分
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

か
ら
十
年
間
、
清
算
持
分
会
社
の
帳
簿
並
び
に
そ
の
事

業
及
び
清
算
に
関
す
る
重
要
な
資
料
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
帳
簿
資
料
」
と
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時

清
算
持
分
会
社
を
代
表
す
る
社
員
）
は
、
清
算
持
分
会

（
持
分
の
差
押
債
権
者
の
同
意
等
）
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第
六
百
七
十
三
条

は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
負
担
と
す
る
。

家
屋
調
査
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け

る
清
算
結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
は
、

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登

記
の
時
か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
第
一

項
の
清
算
人
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
資
料
を
保

存
す
る
者
に
代
わ
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前

ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
で
又
は
社
員
の

過
半
数
を
も
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
定
め
た

ｌヨ
に
規
定
す
る
社
員
の
責
任
は
、

士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
解
散
の

登
記
を
し
た
後
五
年
以
内
に
請
求
又
は
請
求
の
予
告
を

場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人

清
算
土
地
家
屋
調
査

清
算
土
地

第
六
百
七
十
三
条
調
到
司
川
椚
須
に
規
定
す
る
社
員
の

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
で
又
は
社
員
の

過
半
数
を
も
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
定
め
た

３
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
第
一

項
の
清
算
人
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
資
料
を
保

存
す
る
者
に
代
わ
っ
て
帳
簿
資
料
を
保
存
す
る
者
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前

二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
は
、

会
社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の

時
か
ら
十
年
間
、
帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
の
手
続
に
関
す
る
費
用

場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
清
算
持
分
会
社
の
本
店
の
所

在
地
に
お
け
る
清
算
結
了
の
登
記
の
時
か
ら
十
年
間
、

帳
簿
資
料
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

責
任
は
、
清
算
持
分
会
社
の
本
店
の
所
在
地
に
お
け
る

解
散
の
登
記
を
し
た
後
五
年
以
内
に
請
求
又
は
請
求
の

予
告
を
し
な
い
清
算
持
分
会
社
の
債
権
者
に
対
し
て
は

は
、
清
算
持
分
会
社
の
負
担
と
す
る
。

清
算
持
分
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【
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

第
六
百
七
十
五
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
社
員

4 ２
前
項
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、

し
て
い
な
い
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、

ｌ他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
全
部

屋
調
査
士
法
人
の
債
権
者
は
、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士

ｌ法人
に
対
し
て
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
の
相
続
人
そ
の
他

の
一
般
承
継
人
は
、
当
該
社
員
の
持
分
を
承
継
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
百
八
条
第
四
項
及
び
第

五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

し
な
い
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
債
権
者
に
対
し

て
は
、
そ
の
登
記
後
五
年
を
経
過
し
た
時
に
消
滅
す
る

（
相
続
及
び
合
併
に
よ
る
退
社
の
特
則
）

清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
社
員
の
相
続
人
そ
の

清
算
土
地
家

社
員
に
分
配

〔
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

４
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た
場
合
又
は
合
併

に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
社
員
の
相
続
人

Ｉ
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し

第
六
百
七
十
五
条
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た

２
前
項
の
期
間
の
経
過
後
で
あ
っ
て
も
、

し
て
い
な
い
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、

【
会
社
法
六
百
七
十
五
条
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
相
続
及
び
合
併
の
場
合
の
特
則
）

☆
第
六
百
八
条
（
準
用
せ
ず
）

２
．
３
（
準
用
せ
ず
）

４
第
一
項
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付

の
全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。

社
の
債
権
者
は
、
清
算
蛙

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
算
持

、
そ
の
登
記
後
五
年
を
経
過
し
た
時
に
消
滅
す
る
。

八
条
第
一
項
の
定
款
の
定
め
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も

、
当
該
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
は
、
当

該
社
員
の
持
分
を
承
継
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

場
合
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、

、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
相
続
及
び
合
併
に
よ
る
退
社
の
特
則
）

分
会
社
に
対
し
て
弁
済
を
請

清
算
持
分
会

社
員
に
分
配’

第
六
百

－54－



第
八
百
六
十
三
条
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
次
の

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
は
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
取
消
し
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が
そ
の

者
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

５
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
法
人
の
社
員
の
相
続
人

そ
の
他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し

た
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各

一
般
承
継
人
は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利
を

行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に
つ

い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し

、
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
が
当
該
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
二

人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、
連
帯
し

て
当
該
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行
を
す
る

責
任
を
負
う
。

い
◎

’

一
第
六
百
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算

（
清
算
持
分
会
社
の
財
産
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）

５
清
算
持
分
会
社
の
社
員
が
死
亡
し
た
場
合
又
は
合
併

に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
社
員
の
相
続
人

そ
の
他
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継
し

た
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各

一
般
承
継
人
は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利
を

行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に
つ

い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の

全
部
又
は
一
部
を
履
行
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、
連

帯
し
て
当
該
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行
を

す
る
責
任
を
負
う
。

、
清
算
持
分
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
百
六
十
三
条
清
算
持
分
会
社
（
合
名
会
社
及
び
合

５
第
一
項
の
一
般
承
継
人
（
相
続
に
よ
り
持
分
を
承
継

し
た
も
の
に
限
る
。
）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

各
一
般
承
継
人
は
、
承
継
し
た
持
分
に
つ
い
て
の
権
利

を
行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
な
け
れ
ば
、
当
該
持
分
に

つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

）
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
各
一
般
承
継
人
は
、

連
帯
し
て
当
該
出
資
に
係
る
払
込
み
又
は
給
付
の
履
行

を
す
る
責
任
を
負
う
。

資
会
社
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
者
は
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
行
為
の
取
消
し

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
為
が

そ
の
者
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

し
、
持
分
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
清
算
持
分
会
社
の
財
産
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
）
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会社法第863条第2項は，民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成29年法律第45号）による改正後のもの（平成32年4月1日施行予定）

２
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
百

二
十
四
条
の
五
、
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び

第
四
百
二
十
五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

第
四
百
二
十
四
条
の
五
第
一
号
及
び
第
二
号
、
同
法
第

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
」
と
、
同
法

査
士
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社

」
と
あ
る
の
は
「
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
六
十
三

四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
並
び
に
同
法
第
四
百
二
十

五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
債
務
者

家
屋
調
査
士
法
人
の
債
権
者

二
第
六
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行

「
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調

清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
社
員
の
持
分
を
差
し

押
さ
え
た
債
権
者

土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
財
産
の
処
分
清
算
土
地

っ
た
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
財
産
の
処
分

２
民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
百

二
十
四
条
の
五
、
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び

第
四
百
二
十
五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
六
十
三
条
第
一

１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
」
と
、
同
法
第
四
百

清
算
持
分
会
社
（
会
社
法
第
六
百
四
十
五
条
に
規
定
す

持
分
会
社
の
財
産
の
処
分
清
算
持
分
会
社
の
債
権

者
二
第
六
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
行

」
と
あ
る
の
は
「
清
算
持
分
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

同
法
第
四
百
二
十
四
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
百
二
十

五
条
か
ら
第
四
百
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
債
務
者

る
清
算
持
分
会
社
を
い
い
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
並
び
に

二
十
四
条
の
五
第
一
号
中
「
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「 ’

一
第
六
百
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
行
っ
た
清
算

「
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
法
（
平

っ
た
清
算
持
分
会
社
の
財
産
の
処
分
清
算
持
分
会

ｌ社
の
社
員
の
持
分
を
差
し
押
さ
え
た
債
権
者
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1

1 ’
民法第424条から第426条までは，民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）

による改正後のもの（平成32年4月1日施行予定）

下
こ
の
款
に
お
い
て
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の

行
為
の
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
三

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、 一項

〔
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
〕

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
転
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
六
十
三
条
第
一
項

四
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成

に
よ
る
準
用
読
替
］

利
益
を
受
け
た
者
（
以

土
地
家
屋
調
査
士
法
第

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
〕

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
転
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

［
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
］

掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
行
為
の

時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
六
十
三
条
第
一
項
各
号
に

会
社
法
（
平
成
十
七
年

☆
第
四
百
二
十
四
条
た
だ
し
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
利

益
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
受
益
者
』

と
い
う
。
）
が
そ
の
行
為
の
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害

す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

一
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
｝

（
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
敬
消
請
求
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
五
債
権
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

お
い
て
、
受
益
者
に
移
転
し
た
財
産
を
転
得
し
た
者
が

あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
娠
得

者
に
対
し
て
も
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
そ
の
転
得
者
が
受
益
者
か
ら
転
得
し
た
者
で
あ
る

２
～
４
（
準
用
せ
ず
）

※
四
百
二
十
四
条
第
一
項
本
文
は
準
用
せ
ず

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
］

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
）

い
0
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【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七
（
準
用
せ
ず
）

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
嵩
閻
訓
詞
当
詞
国
調
雪
封

ｌ潤刈
に
対
し
、
訴
訟
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
て
の
債
権
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

確
定
判
決
は
、

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
筒

ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
筒

調
園
調
劃
封
潤
刈
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
。

害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
。

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
澗
劉
封
地

が
し
た
行
為
が
債
権
者
を

及
び
そ
の

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七
（
準
用
せ
ず
）

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

確
定
判
決
は
、
濁
寛
樹
矧
封
祖
及
び
そ
の
全
て
の
債
権

者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
淘
圏
遡
刺
刺
司
仙
に
対
し

、
訴
訟
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

副
１
Ｍ
当
剖
刷
り
１
可
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
。

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
間

劉
瑠
渕
測
司
仙
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
間
劉
掲
矧

を
知
っ
て
い
た
と
き
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
一

（
被
告
及
び
訴
訟
告
知
）

☆
第
四
百
二
十
四
条
の
七
（
準
用
せ
ず
）

２
債
権
者
は
、
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え
を
提

起
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
間
調
割
に
対
し
、
訴
訟

告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
｝

（
認
容
判
決
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る

確
定
判
決
は
、
園
謝
笥
及
び
そ
の
全
て
の
債
権
者
に
対

し
て
も
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

二
そ
の
転
得
者
が
他
の
転
得
者
か
ら
転
得
し
た
者
で

あ
る
場
合
そ
の
転
得
者
及
び
そ
の
前
に
転
得
し
た

全
て
の
転
得
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
得
の
当
時
、
間

謝
笥
が
し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
と
き
。

’

場
合
そ
の
転
得
者
が
、
転
得
の
当
時
、
倒
溜
割
が

し
た
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

と
き
。
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☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三

利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

還
し
た
と
き
は
、
受
益
者
の

ｌ刺
に
対
す
る
債
権
は
、
こ
れ
こ
れ

ｌ刈
か
ら
受
け
た
給
付
を
返
還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償

◎

ｌ場合
に
お
い
て
、
受
益
者
が

Ｎ
が
そ
の
反
対
給
付
の
返
還
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
き
は
、
受
益
者
は
、
そ
の
価
額
の
償
還
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

受
益
者
は
、

が
し
た
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た

が
し
た
財
産
の
処
分
に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に

関
す
る
行
為
を
除
く
。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

の
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た
反
対
給
付
の
返
還
を

に
よ
っ
て
原
状
に
復
す
る

に
対
し
、
そ

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二
雪
鯏
劉
朝
刺
割
閥
が
し
た
財
産

の
処
分
に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為

を
除
く
。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者
は
、

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三
闇
閻
型
測
測
司
仙
が
し
た
債
務

ｌ

の
消
滅
に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

利
）

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

函
鯏
昂
罰
刺
笥
間
に
対
し
、
そ
の
財
産
を
取
得
す
る
た
め

に
し
た
反
対
給
付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
闇
翻
劃
刻
刻
司
個
が
そ
の
反
対
給
付
の
返
還
を
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
受
益
者
は
、
そ
の
価
額
の

償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
闇
鬮
昂
糊
劃
知
司
閏
に
対
す
る
債
権
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

原
状
に
復
す
る
。

て
、
受
益
者
が
嵩
濁
劃
測
測
笥
間
か
ら
受
け
た
給
付
を
返

還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償
還
し
た
と
き
は
、
受
益
者

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
｝

（
債
務
者
の
受
け
た
反
対
給
付
に
関
す
る
受
益
者
の
権

利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
二
圖
穏
筍
が
し
た
財
産
の
処
分

に
関
す
る
行
為
（
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為
を
除
く

。
）
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
受
益
者
は
、
倒
潤
割

に
対
し
、
そ
の
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た
反
対
給

付
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
樹
溜
割
が
そ

の
反
対
給
付
の
返
還
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
受
益
者
は
、
そ
の
価
額
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
受
益
者
の
債
権
の
回
復
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
三
伺
謝
制
が
し
た
債
務
の
消
滅

四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く

。
）
に
お
い
て
、
受
益
者
が
間
憩
判
封
か
ら
受
け
た
給
付

を
返
還
し
、
又
は
そ
の
価
額
を
償
還
し
た
と
き
は
、
受

益
者
の
閏
鬮
珂
笥
に
対
す
る
債
権
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原

状
に
復
す
る
。

に
関
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
第
四
百
二
十
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☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

が
し
た
行
為
が
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求

に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
そ
の
転
得
者
が
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る

た
め
に
し
た
反
対
給
付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取

得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度

と
す
る
。

一
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
周
銅
副
封

池
詞
園
調
型
副
詞
岡
川
に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請

求
権
又
は
そ
の
価
額
の
償
還
請
求
権

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求

に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ
ば
前
条
の
規
定
に

よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の
濁
劉
判
荊
蜀
閨
黒
劃
創
封

１
羽
墹
刈
に
対
す
る
債
権

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四
圃
鯏
罰
罰
刺
司
間
が
し
た
行
為

が
転
得
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取

り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
転

得
者
が
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た

反
対
給
付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度
と
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合

そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求

に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ
ば
前
条
の
規
定
に

一
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
周
圏
謝

矧
当
拙
に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
又
は
そ

の
価
額
の
償
還
請
求
権

よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の
滑
劉
駕
利
刺
笥
組
に
対
す

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

（
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
受
け
た
転
得
者
の
権
利
）

☆
第
四
百
二
十
五
条
の
四
倒
淘
封
が
し
た
行
為
が
転
得

者
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
転
得
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
権
利
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
転
得
者
が

そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
た
め
に
し
た
反
対
給

付
又
は
そ
の
前
者
か
ら
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
消
滅
し
た
債
権
の
価
額
を
限
度
と
す
る
。

’

二
前
条
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（

一
第
四
百
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
行
為
が
取
り

消
さ
れ
た
場
合
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す
る
詐

害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
す
れ

ば
同
条
の
規
定
に
よ
り
生
ず
べ
き
受
益
者
の
間
謝
笥

に
対
す
る
反
対
給
付
の
返
還
請
求
権
又
は
そ
の
価
額

の
償
還
請
求
権

第
四
百
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ

た
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
行
為
が
受
益
者
に
対
す

る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と

－60－



（
非
訟
事
件
の
管
轄
）

第
八
百
六
十
八
条
こ
〈こ
の

（
被
告
）

第
八
百
六
十
四
条
前
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
相
手
方
又
は
転
得
者
を
被

告
と
す
る
。

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

（
準
用
せ
ず
）

２
～
６

こ
と
を
知
っ
て
行
為
を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た

時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
行
為
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。

は
、
土
地
家
屋
調
査
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

は
、

法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

が
債
権
者
を
害
す
る

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

は
、
漕
閏
遡
刻
利
笥
間
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ

て
行
為
を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら
二
年

を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

行
為
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
◎

る
債
権

【
会
社
法
八
百
六
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
準
用
読
替
】

☆
第
四
百
二
十
六
条
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
係
る
訴
え

は
、
間
謝
筍
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
行
為

を
し
た
こ
と
を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら
二
年
を
経
過

し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
為
の

時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
被
告
）

第
八
百
六
十
四
条
前
条
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
相
手
方
又
は
転
得
者
を
被

告
と
す
る
。

第
八
百
六
十
八
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

）
は
、
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
の
管
轄
に
属
す
る
。

２
～
６
（
準
用
せ
ず
）

’
（
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
件
を
除
く
。

（
非
訟
事
件
の
管
轄
）

す
れ
ば
前
条
の
規
定
に
よ
り
回
復
す
べ
き
受
益
者
の

Ｉ
間
調
劉
旬
に
対
す
る
債
権
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（
疎
明
）

第
八
百
六
十
九
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陳
述
の
聴
取
）

第
八
百
七
十
条
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
二

編
第
九
章
第
二
節
を
除
く
。
）
に
よ
る
非
訟
事
件
に
つ

い
て
の
裁
判
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
陳
述
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
適
法
又
は
理
由
が

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
申
立
て
を
却
下
す

る
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
清
算
人
又
は
第
八
百
二
十
五
条
第
二
項
の
管
理
人

の
報
酬
の
額
の
決
定
当
該
土
地
家
屋
調
査
士
法
人

及
び
報
酬
を
受
け
る
者

（
疎
明
）

第
八
百
六
十
九
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
を
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陳
述
の
聴
取
）

第
八
百
七
十
条
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
第
二

編
第
九
章
第
二
節
を
除
く
。
）
に
よ
る
非
訟
事
件
に
つ

い
て
の
裁
判
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
陳
述
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
不
適
法
又
は
理
由
が

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
申
立
て
を
却
下
す

る
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
第
三
百
四
十
六
条
第
二
項
、
第
三
百
五
十
一
条
第

会
の
委
員
を
い
う
。
第
八
百
七
十
四
条
第
一
号
に
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た

第
三
項
及
び
第
四
百
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

委
員
（
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
又
は
報
酬
委
員

取
締
役
）
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
代
表
取
締
役
、

は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
又
は
そ
れ
以
外
の

二
項
若
し
く
は
第
四
百
一
条
第
三
項
（
第
四
百
三
条

い
て
同
じ
。
）
、
執
行
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
の

一
時
取
締
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
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（
理
由
の
付
記
）

第
八
百
七
十
一
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
の
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判

三
～
十
一
（
準
用
せ
ず
）

２
（
準
用
せ
ず
）

’
二
清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判

当
該
清
算
人

（
理
由
の
付
記
）

第
八
百
七
十
一
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
の
裁
判
に
は
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判

判
当
該
清
算
人
又
は
社
債
管
理
者

三
～
十
一
（
準
用
せ
ず
）

２
（
準
用
せ
ず
）

二
清
算
人
又
は
社
債
管
理
者
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
百
四
十
六
条
第
二

職
務
を
行
う
べ
き
者
、
清
算
人
、
第
四
百
七
十
九
条

務
を
行
う
べ
き
者
、
検
査
役
又
は
第
八
百
二
十
五
条

項
若
し
く
は
第
四
百
八
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準

第
二
項
（
第
八
百
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

報
酬
の
額
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
会
社
）

及
び
報
酬
を
受
け
る
者

定
当
該
会
社
（
第
八
百
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
管
理
人
の
報
酬
の
額
の
決

任
さ
れ
た
一
時
清
算
人
若
し
く
は
代
表
清
算
人
の
職

用
す
る
第
三
百
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選

て
準
用
す
る
第
八
百
二
十
五
条
第
二
項
の
管
理
人
の
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（
即
時
抗
告
）

第
八
百
七
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
準
用
せ
ず
）

四
第
八
百
七
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
申

立
人
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
同
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
）

五
（
準
用
せ
ず
）

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
八
百
七
十
四
条
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不

服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
清
算

二
第
八
百
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
裁
判

人｜
、

を
代
表
す
る
清
算
人
の
選
任
又
は
選
定
の
裁
判

代
表
清
算
人
又
は
清
算
土
地
家
屋
調
査
士
法
人

（
即
時
抗
告
）

第
八
百
七
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
準
用
せ
ず
）

四
第
八
百
七
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
裁
判
申

立
人
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
同
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
裁
判
に
あ
っ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
）

五
（
準
用
せ
ず
）

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
八
百
七
十
四
条
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
不

服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
第
八
百
七
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
裁
判

’

一
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
時

検
査
役
、
第
五
百
一
条
第
一
項
（
第
八
百
二
十
二
条

員
、
執
行
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
の
職
務
を
行
う

人
若
し
く
は
代
表
清
算
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
、

を
代
表
す
る
清
算
人
、
同
号
に
規
定
す
る
一
時
清
算

取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
代
表
取
締
役
、
委

べ
き
者
、
清
算
人
、
代
表
清
算
人
、
清
算
持
分
会
社
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（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
八
百
七
十
六
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
八
百
七
十
五
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
十
条
及
び
第
五

十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

二
・
三
（
準
用
せ
ず
）

四
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
立
て
を
認
容

す
る
裁
判
（
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
除
く
。
）

（
最
高
裁
判
所
規
則
）

第
八
百
七
十
六
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
八
百
七
十
五
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件

に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
十
条
及
び
第
五

十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
事
務
を
承
継
す
る
社
債
管
理
者
の
選
任
又
は
選
定

の
裁
判

二
・
三
（
準
用
せ
ず
）

四
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
立
て
を
認
容

す
る
裁
判
（
第
八
百
七
十
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判
を
除
く
。
）

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

管
理
者
の
特
別
代
理
人
又
は
第
七
百
十
四
条
第
三
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
百
七
十

八
条
第
二
項
（
第
八
百
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

く
は
第
六
百
六
十
二
条
第
一
項
の
鑑
定
人
、
第
五
百

二
条
第
三
項
の
帳
簿
資
料
の
保
存
を
す
る
者
、
社
債
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七

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
六
十
五
条
に
よ
る
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
の
業
務
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

－66－

（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）

第
二
十
二
条

公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合

で
な
け
れ
ば
、
依
頼
（
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
（
第
四
号
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業
務
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

士
地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
後
）

（
依
頼
に
応
ず
る
義
務
）

’

第
二
十
二
条
調
査
士
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
依
頼
（
第
三
条

第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
（
第
四
号
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業

務
並
び
に
民
間
紛
争
解
決
手
続
代
理
関
係
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
拒
ん

で
は
な
ら
な
い
。

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
前
）



八
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
六
十
五
条
に
よ
る
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
の
懲
戒
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
準
用
読
替
え

（
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
三
条
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
局

又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
当
該
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
戒
告

二
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

三
解
散

２
（
準
用
せ
ず
）

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
四
条
何
人
も
、
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
に
こ
の
法
律
又
は
こ

の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
劉
測
利
荊
凹

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
対
し
、
当
該
事
実
を

通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 土

地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
後
）

（
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
三
条
調
査
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た

と
き
は
、
濁
調
対
園
は
、
当
該
調
査
士
法
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
四
条
何
人
も
、
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
樹
謝
対
倒
に
対
し
、
当

該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
樹
謁
墹
羽
国
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実

に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
戒
告

二
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

三
解
散

２
（
準
用
せ
ず
）

（
傍
線
の
部
分
は
準
用
（
二
重
線
は
読
替
規
定
に
よ
る
）
読
替
部
分
）

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
読
替
前
）
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第
四
十
六
条

３
第
対
判
呵
型
洲
割
詞
詞
．
貝
個
規
詞
謂
到
劉
盟
倒
回
刈
剛
地
矧
瑠
調
召
回
り
員
は
、
第
四
３
浪
調
対
囿
は
、
第
四
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号

十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
処
若
し
く
は
第
二
号
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
前
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
第
四
十
二
条
第
三
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
三
号
４
前
項
に
規
定
す
る
処
分
又
は
第
四
十
二
条
第
三
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
三
号

の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
聴
聞
の
期
日
の
一
週
間
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
聴
聞
の
期
日
の
一
週
間

前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
当
該
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
５
前
項
の
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
当
該
調
査
士
又
は
当
該
調
査
士
法
人
か

協
会
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

第
四
十
六
条
濁
謁
痢
酉
国
は
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）
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